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この計画は、町民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある風水害等

の災害に対処するため、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策に関し、

町、指定公共機関、指定地方公共機関等（以下「防災関係機関」という。）が、処理

すべき事務又は業務の大綱等を定めることにより、風水害等の防災対策を総合的かつ

計画的に推進し、町土並びに町民の生命、身体、財産を保護し、被害を軽減すること

を目的とする。 

また、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小

化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災

したとしても人命が失われないことを最重視し、更に、経済的被害ができるだけ少な

くなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への

影響を最小限にとどめていく。 

加えて、平成 27 年３月に仙台で開催された第３回国連防災世界会議において「仙

台防災枠組 2015-2030」が採択され、同枠組では、災害リスクの理解、災害リスクを

管理する災害リスク・ガバナンスの強化、強靱化のための災害リスク削減への投資及

び復旧・復興過程における「よりよい復興（Build Back Better）」の４つの優先行動

を実施すべきことや、同枠組の成果として災害リスク及び損失を大幅に削減すること

を目指すこととされており、同枠組に基づき、町では、国や県、公共機関、他の地方

公共団体、事業者、住民等の官民様々な関係者と連携し、防災対策を推進する。 

 

 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づく

「丸森町地域防災計画」の「風水害等災害対策編」として、丸森町防災会議が策定す

る計画であり、丸森町の地域における風水害等の防災対策に関して、総合的かつ基本

的な性格を有するものである。 

また、この計画は、防災関係機関がとるべき風水害等防災対策の基本的事項及びこ

れら関係機関相互の緊密な連絡調整を図るために必要な、基本的大綱を示すものであ

り、防災関係機関は、この計画に基づき具体的な計画を定め、その推進を図る。 

町では、住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、

そして国や地方公共団体等行政の施策としての「公助」が適切に役割分担されている

防災協働社会の形成による減災の観点にたち、風水害等の防災対策を推進する。 

総 則 第１章 

第１節 計画の目的と構成 

第１ 計画の目的 

第２ 計画の性格 
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さらに、防災機関間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共有できるよう

必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき毎年検討を加え、必要がある

と認めるときは修正し、風水害等の防災対策の確立に万全を期する。 

    また、本町において、町制史上もっとも甚大な被害をもたらした令和元年東日本台

風以降も、全国各地で風水害の大規模な自然災害が発生しており、新たに明らかにな

った課題等に対応するため、防災関係法令の改正や国の防災基本計画の見直しが行わ

れている。これらを踏まえ、その内容を検討し、修正可能なものから、「丸森町地域

防災計画（風水害等対策編）」に反映する。 

 

 

本計画は、本編と資料編で構成し、本編の構成は次のとおりとする。 

第１章 総則 

第２章 災害予防対策 

第３章 災害応急対策 

第４章 災害復旧・復興対策 

 

 

町及び防災関係機関は、平常時から所属職員に対する災害時の役割などを踏まえた

実践的な教育、訓練の実施などを通じて、この計画の習熟に努めるとともに、住民に

対しても計画の周知を図り、災害に対して町全体の対応能力の向上を図る。 

また、発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、

災害応急活動体制や情報伝達体制等のソフト面や、施設・設備・資機材等のハード面

の整備・充実を図る。 

さらには、必要とされる食料・飲料水等の備蓄を進めるとともに、関係機関が連携

し、過去の災害対応の教訓の共有を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研

修を実施する。 

 

 

 

第４ 計画の構成 

風水害等災害対策編 

 
震 災 対 策 編 

資 料 編 

 

災害対策基本法 

丸 森 町 地 域 防 災 計 画 

防 災 基 本 計 画 宮城県地域防災計画 

丸森町総合計画、丸森町国土強靭化地域計画、丸森町復旧・復興計画 

第５ 計画の習熟 

第３ 計画の修正 
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町及び防災関係機関は、災害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅

速かつ円滑に行うための備えを平常時から十分行うとともに、職員及び住民個々の防

災力の向上を図る。 

また、災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、防災体制を整備し、防災関係

機関の相互連携を強化する。 

特に、大規模水害の発生時においては、災害による建築物等の倒壊、地盤沈下によ

る浸水など、二次災害発生の可能性が高まるとともに、災害時においては状況が刻々

と変化していくため、詳細な情報を伝達するいとまがないことから、情報を発信する

側の意図が正確に伝わらない等の事態が発生しやすくなる。 

このようなことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、

互いに平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくことなどによ

り、「顔の見える関係」を構築するとともに、訓練等を通じて構築した関係性を深め、

持続的なものにするよう努める。 

具体的には、災害時に町単独では迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公

共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し、速やか

に災害時の対応を実施できるよう、相互応援協定の締結を進めながら、その実効性の

確保に留意し、大規模な災害等によって同時被災する可能性も踏まえ、遠方に所在す

る地方公共団体との相互応援協定も考慮する。 

また、町及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地

方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、防災計画に応援計

画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるとともに、防災関係機関の処理すべき

業務の大綱を明確にし、風水害等の災害防止のため相互に協力する。 

  

第２節 各機関の役割と業務大綱 

第１ 目 的 
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１ 防災会議 

丸森町防災会議は、町長を会長として、災害対策基本法第 16 条第６項の規定に基

づき、丸森町防災会議条例第３条に規定する機関の長等を委員として組織するもので、

本町における防災に関する基本方針及び計画を作成し、その実施の推進を図るととも

に、関係機関相互の連絡調整並びに防災に関する重要事項を審議することを所掌事務

とする。 

丸森町防災会議は次の構成により組織する。 
 
丸森町防災会議構成組織 

番号 区分 所属機関 職名 

1 指定地方行政機関 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 所 長 

2 〃 林野庁 東北森林管理局 仙台森林管理署 署 長 

3 〃 農林水産省 東北農政局 宮城県拠点 総括農政推進官 

4 〃 環境省 東北地方環境事務所 所 長 

5 県 の 機 関 県大河原地方振興事務所 所 長 

6 〃 県仙南保健福祉事務所 所 長 

7 〃 県大河原土木事務所 所 長 

8 警 察 機 関 角田警察署 署 長 

9 指 定 公 共 機 関 東日本電信電話株式会社 仙南営業支店 支 店 長 

10 〃 東北電力ネットワーク株式会社 白石電力センター 所 長 

11 〃 日本郵政株式会社丸森郵便局 局 長 

12 指定地方公共機関 阿武隈急行株式会社 
安 全 統 括 

管 理 者 

13 一 部 事 務 組 合 仙南地域広域行政事務組合 消防本部 消 防 長 

14 町 関 連 機 関 丸森町消防団 団 長 

15 〃 丸森町教育委員会 教 育 長 

16 町 の 機 関 丸森町 副 町 長 

17 〃 丸森町 総 務 課 長 

18 〃 丸森町 建 設 課 長 

19 〃 丸森町 農 林 課 長 

20 〃 丸森町 企 画 財 政 課 長 

21 〃 丸森町 町 民 税 務 課 長 

22 〃 丸森町 保 健 福 祉 課 長 

23 自主防災組織を 

構 成 す る 者 
丸森町住民自治組織連絡協議会 会 長 

24 学識経験者 学識経験のある者  

 

２ 災害対策本部等 

丸森町の地域内において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、

災害対策基本法に基づく町の災害対策本部並びに各関係機関の防災組織をもって応急

対策を実施する。 

また、局地災害の応急対策を強力に推進するため、特に必要と認めるときは、現地

災害対策本部を設置する。 

 

第２ 組 織 
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丸森町災害対策本部の組織、職員の動員及び運営については、丸森町災害対策本部

条例、丸森町災害対策本部運営要綱、丸森町災害対策本部事務局の組織及び運営に関

する要領、災害対策警戒配備要領の定めるところによるものとする。 

 

 

   東日本大震災や令和元年東日本台風では、災害発生直後の「自力・家族」「住民同

士」による助け合いによって、多くの命が救われるなど、災害直後における地域の防

災活動の重要性がより明らかになっており、その後の避難生活等においても、地域の

つながりが被災者の支えとなっている。 

これらのことから、地域防災の推進は、｢自助･共助｣（町民、企業、自主防災組織

等）と、｢公助｣（行政、防災関係機関等）により、それぞれの役割に応じて分担し、

協力して行う「自助・共助・公助」を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

【自助･共助の基本】 

１ 住 民 

住民は、「自らの命は自らが守る(自助）」及び「共に助け合い自分たちのまちは

自分たちで守る(共助)」という意識を持ち、防災訓練や研修、地域の防災活動に積極

的に参加し、個人、企業、自主防災組織等の防災力の向上及び相互協力の関係強化、

災害時の連絡体制の整備、ルールづくりを進め、災害に強い地域を形成する。 

また、常に災害に対する備えを怠らず、「最低３日分、推奨１週間分」の食料や飲

料水、生活物資・衛生資機材の備蓄、非常持出品の準備など、安全対策に努める。 

災害時には、「共助」の視点により、隣近所や地域が相互に協力して助け合い、情

報の把握、出火の防止、初期消火の実施、救出救助、応急手当、避難誘導、避難所運

営等に努める。さらに、感染症への予防対策を講じながら、要配慮者の支援を行い、

冷静かつ積極的に行動する。 

なお、要配慮者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るた

めに安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動に関し特に配慮を要する者をい

い、本計画では介護を必要とする高齢者、一人暮らしの高齢者、障がい者、保護を必

第３ 各機関の役割 

【「自助」・「共助」・「公助」のイメージ図】 
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要とする児童、妊産婦、乳幼児、重度アレルギー症等の慢性疾患を有する者や訪日外

国人などを対象者とする。 

 

２ 企 業 

企業は、災害時の企業の果たす役割として、生命の安全確保、二次災害の防止、事

業の継続、地域貢献、地域との共生を十分に認識し、日頃から管理する施設及び設備

の耐震性の確保、消火・救出救助等のための資機材の整備、従業員の安否確認及び従

業員と家族の連絡手段の確保、さらに、従業員の防災訓練や防災に関する研修等の積

極的な実施に努める。 

災害が発生した場合には、町、地域住民及び自主防災組織等と連携して、情報の収

集及び伝達、消火、救出救助、応急手当、避難誘導、避難所支援等を積極的に行うよ

う努める。 

また、企業の重要業務の継続・早期復旧を達成するための事業継続計画(ＢＣＰ)の

策定・運用に努める。 

 

【公助の基本】 

３ 町 

町は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、その地域並びに地

域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団

体の協力を得て防災活動を実施する。 

そのため、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて、

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各

業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うも

のとする。 

また、訓練等を通じて、総務省の「被災市区町村応援職員確保システム」などによ

る応援職員の受け入れについて、制度運用の習熟、発災時における円滑な活用に努め

る。 

 

４ 県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに県民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を

得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関等が処理する防災に

関する事務又は業務を援助し、かつ、その総合調整を行う。 

 

５ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して防

災活動を実施するとともに、町の活動が円滑に行われるよう支援、協力、指導、助言

する。 
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６ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性及び公益性を考慮し、自

ら防災活動を実施するとともに町の活動が円滑に行われるように協力する。 

 

７ 公共的団体等 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等は、平素から災害予防体制の整備を図

るとともに、災害時には、防災対策業務を行い、町その他の防災関係機関の防災活動

に協力する。 

 

８ 消防機関 

消防団は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づき、仙南地域広域行政事務組

合消防本部と協力して消防活動を実施するとともに、その組織及び運営については、

丸森町地域防災計画の定めるところによる。 

 

９ 住 民 

地域内の住民は、平素から自ら災害に備えるための手段を講じるとともに、自主防

災組織や防災訓練への参加、自発的な被災者の救助・救急活動への協力など、それぞ

れの立場において地域の防災や減災に協力するよう努める。 
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 防災関係機関毎の役割と業務の大綱は、次のとおりとする。 

１ 町及び町関連機関 

機 関 名 役割と業務の大綱 

丸 森 町 （１）丸森町防災会議及び丸森町災害対策本部に関する事務に関すること 

（２）防災に関する組織の整備及び住民の自主防災組織の育成・指導に関

すること 

（３）防災に関する施設・設備の整備に関すること 

（４）防災訓練並びに防災上必要な教育及び広報の実施に関すること 

（５）災害情報の収集・伝達及び広報並びに被害状況の調査及び県災害対

策本部に対する報告に関すること 

（６）避難情報の発令及び指定避難所等の開設に関すること 

（７）避難対策、水防・消防活動等防災対策の実施に関すること 

（８）被災者に対する救助及び救護並びに復旧支援に関すること 

（９）食料、飲料水、その他物資の備蓄及び確保に関すること 

（10）災害時における交通及び緊急輸送の確保に関すること 

（11）清掃、防疫その他保健衛生の実施に関すること 

（12）危険物施設等の保安対策及び災害発生時における被害の拡大防止の

ための応急対策に関すること 

（13）自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備に

関すること 

（14）被災宅地危険度判定業務に関する事務に関すること 

（15）その他災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置に関すること 

丸 森 町 

教 育 委 員 会 

（１）町立学校施設等の災害対策に関すること 

（２）町立学校等の児童生徒の安全対策に関すること 

（３）町立学校等の応急教育対策に関すること 

（４）社会教育・社会体育施設等の所管施設及び文化財の災害対策に関す

ること 

（５）指定避難所の運営・調整に関すること 

丸森 町消防団 （１）災害の予防、警戒及び防ぎょ活動に関すること 

（２）災害情報の収集・伝達及び警戒・警報等の広報・伝達に関すること 

（３）災害時における人命又は財産保護のための応急活動及び救護活動に

関すること 

 

  

第４ 防災関係機関の業務大綱 
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２ 一部事務組合 

機 関 名 役割と業務の大綱 

仙 南 地 域 

広 域 行 政 

事 務 組 合 

（１）災害の予防、警戒及び防ぎょ活動に関すること 

（２）災害情報の収集・伝達に関すること 

（３）警戒・警報等の広報・伝達に関すること 

（４）災害時における人命又は財産保護のための応急活動及び救護活動に

関すること 

（５）死体等の火葬対策に関すること 

（６）廃棄物の処理及び清掃に関すること 

（７）仙南地区消防計画の策定に関する事務（※内容・配列要確認）に関

すること 

（８）消防力の整備に関すること 

（９）消防団との連絡調整及び情報の収集活動に関すること 

（10）町災害対策本部の消防業務に関すること 

（11）自主防災組織の育成指導に関すること 

 

３ 宮城県の機関                                                          (1/2) 

機 関 名 役割と業務の大綱 

宮 城 県 （１）宮城県防災会議及び宮城県災害対策本部の事務に関すること 

（２）防災に関する施設・設備の整備に関すること 

（３）通信体制の整備・強化に関すること 

（４）防災訓練並びに防災上必要な教育及び広報の実施に関すること 

（５）情報の収集、伝達及び広報に関すること 

（６）自衛隊への災害派遣要請に関すること 

（７）防災に関する物資・資機材の備蓄及び供給の促進に関すること 

（８）公共施設等の防災措置及び災害復旧事業の計画・実施に関すること 

（９）交通及び緊急輸送の確保に関すること 

（10）災害救助に関する物資の備蓄・整備及び被災者に対する救助並びに

救護・救援に関すること 

（11）危険物施設等の保安対策及び災害発生時における被害拡大防止のた

めの応急対策に関すること 

（12）保健衛生、文教対策に関すること 

（13）自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備に

関すること 

（14）市町村及び防災関係機関等が実施する防災事務又は業務の調整に関

すること 

（15）被災建築物応急危険度判定、事務に関する支援に関すること 

（16）その他災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置に関すること 
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                                                          (2/2) 

機 関 名 役割と業務の大綱 

大 河 原 

地 方 振 興 

事 務 所 

（１）支部運営の総合調整 

（２）災害情報の収集・報告等 

（３）被災市町村に対する県職員の初動派遣等 

（４）高圧ガス等に関すること 

（５）県民相談に関すること 

（６）商工業・観光施設に係る被害情報の収集及び伝達に関すること 

（７）食料供給対策に関すること 

（８）商工業対策に関すること 

（９）農林業対策に関すること 

（10）農業農村基盤整備に関すること 

大 河 原 

県 税 事 務 所 

（１）税の措置に関すること 

（２）要請を受けた住家被害認定調査に係る市町村への調査支援に関する

こと 

仙南 保健福祉 

事 務 所 

（１）医療助産対策に関すること 

（２）防疫対策に関すること 

（３）給水対策等に関すること 

（４）廃棄物処理対策に関すること 

（５）災害救助法に基づく救助事務に関すること 

（６）感染症対策に関すること 

（７）その他保健・福祉・環境対策に関すること 

大 河 原 

土 木 事 務 所 

（１）水防対策に関すること 

（２）住宅対策に関すること 

（３）交通施設、障害物の除去対策に関すること 

（４）その他土木、建築関係対策に関すること 

 

４ 警察機関 

機 関 名 役割と業務の大綱 

角 田 警 察 署 （１）災害情報の収集・伝達に関すること 

（２）被災者の救出及び負傷者の救護に関すること 

（３）行方不明者の捜索に関すること 

（４）死体の検視・調査に関すること 

（５）交通規制及び交通秩序の確保に関すること 

（６）犯罪の予防、その他社会秩序の維持に関すること 

（７）避難誘導及び避難場所の警戒 

（８）危険箇所の警戒 

（９）災害警備に関する広報活動 
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５ 自衛隊 

機 関 名 役割と業務の大綱 

陸 上 自 衛 隊 

船 岡 駐 屯 地 

第 ２ 施 設 団 

（１）災害発生時における人命及び財産保護のための救護活動に関するこ

と 

（２）災害時における応急復旧活動に関すること 

（３）災害時における応急医療・救護活動に関すること 

 

６ 指定地方行政機関                             (1/2) 

機  関  名 役割と業務の大綱 

東 北 農 政 局 災害時における応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡 

東北地方整備局 

仙台 河川国道 

事 務 所     

（１）阿武隈川の改修及び維持管理に関すること 

（２）阿武隈川の洪水予報並びに水防警報の発表、伝達に関すること 

（３）阿武隈川の災害応急対策工事及び災害復旧事業の実施に関すること 

東北地方整備局 

宮城 南部復興 

事 務 所   

（１）内川、五福谷川、新川の直轄権限代行区間における災害復旧事業の

実施に関すること 

（２）内川、五福谷川、新川の直轄砂防事業の実施に関すること 

（３）国道 349 号の直轄権限代行区間における災害復旧事業の実施に関す

ること 

東北森林管理局 

仙 台 森 林 

管 理 署 

（１）山火事防止対策に関すること 

（２）災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

（３）林道の適正な管理に関すること 

仙 台 管 区 

気 象 台 

（１）気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集、発表に関

すること 

（２）気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

（３）気象、地象（地震にあっては発生した断層運動による地震動に限

る）、水象の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説

に関すること 

（４）市町村が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

（５）防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

東 北 地 方 

環 境 事 務 所 

（１）所管施設等の避難場所等としての利用に関すること 

（２）緊急環境モニタリングの実施・支援に関すること 

（３）大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に基づく検査・指示に関するこ

と 

（４）災害廃棄物等の処理状況の把握・必要な資機材等の広域的な支援要

請及び調整に関すること 

（５）愛玩動物の救護活動状況を把握し、関係機関との連絡調整や支援要

請等を行うとともに、救護支援を実施に関すること 
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７ 指定公共機関                            

機 関 名 役割と業務の大綱 

東日本電信電話株

式会社宮城事業部 

（１）災害に強く信頼性の高い通信設備の構築に関すること 

（２）電気通信システムの信頼性向上に関すること 

（３）災害時に重要通信を疎通させるための通信輻輳
ふくそう

の緩和及び通信手

段の確保に関すること 

（４）災害を受けた通信設備の早期復旧に関すること 

（５）災害復旧及び被災地における情報流通について、国、県、市町村

及び防災関係機関との連携に関すること 

東北電力ネットワ

ー ク 株 式 会 社 

白石電力センター 

（１）電力供給施設の防災対策に関すること 

（２）災害時における電力供給の確保に関すること 

日 本 赤 十 字 社 

宮 城 県 支 部 

（１）災害時における医療・助産、その他救助の実施に関すること 

（２）防災ボランティア等の協力奉仕者の連絡調整に関すること 

（３）義援金品の募集及び配分に関すること 

日 本 放 送 協 会 

仙 台 放 送 局 

（１）風水害等の放送に関すること 

（２）気象予報・警報、災害情報等の放送に関すること 

郵便事業株式会社 

角 田 支 店 

（１）災害時における郵便物の送達の確保に関すること 

（２）災害時における郵政事業に係る特別事務取扱い及び援護対策に関

すること 

日本郵政株式会社 

丸 森 郵 便 局 

郵便局の窓口業務の維持に関すること 

 

８ 指定地方公共機関                           (1/2) 

機 関 名 役割と業務の大綱 

阿 武 隈 急 行 

株 式 会 社 

（１）鉄道施設の整備保全に関すること 

（２）災害復旧工事の実施に関すること 

（３）全列車の運転中止手配措置に関すること 

（４）人命救助に関すること 

（５）被害箇所の調査、把握に関すること 

（６）抑止列車の乗客代行輸送の確保に関すること 

（７）旅客の給食確保に関すること 

（８）通信網の確保に関すること 

（９）鉄道施設の復旧保全に関すること 

（10）救援物資及び輸送の確保に関すること 

（11）列車運行の広報確保に関すること 

株式会社ミヤコー 

バ ス 白 石 営 業 所 

（１）災害時における緊急避難輸送に関すること 

（２）災害時におけるバス路線状況の情報収集及び伝達に関すること 

（３）災害非常時における無線通信による情報の伝達に関すること 
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(2/2) 

機 関 名 役割と業務の大綱 

公益社団法人宮城県 

ト ラ ッ ク 協 会 

仙 南 支 部 

災害時における緊急物資のトラック輸送の確保に関すること 

一 般 社 団 法 人 

宮城県ＬＰガス協会 

仙 南 第 一 支 部 

液化石油ガスの災害防止及び災害時の液化石油ガスの供給確保に関

すること 

角 田 市 医 師 会 （１）医療、救護活動に関すること 

（２）防疫及び保健衛生の指導、協力に関すること 

仙 南 歯 科 医 師 会 

角 田 ・ 丸 森 支 部 

（１）医療、救護活動に関すること 

（２）防疫及び保健衛生の指導、協力に関すること 

仙 南 薬 剤 師 会 

角 田 ・ 丸 森 支 部 

（１）医療、救護活動に関すること 

（２）防疫及び保健衛生の指導、協力に関すること 

 

９ 感染症指定医療機関 

機 関 名 役割と業務の大綱 

公立刈田綜合病院 感染症患者の隔離受け入れ又は治療を行うための感染症指定病院の

経営に関すること 
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10 その他の公共的団体等 

機 関 名 役割と業務の大綱 

み や ぎ 仙 南 

農 業 協 同 組 合 

（１）農作物、家畜等の被害調査及び災害応急対策に関すること 

（２）災害時における種もみ、その他営農資材、家畜飼料等の需給対策

及び病害虫防除の指導に関すること 

（３）災害に伴う営農資金の貸付及び斡旋に関すること 

宮 城 県 農 業 

共 済 組 合 

県 南 支 所 

（１）被災水稲、麦、果樹等の被害調査及び共済金の支払い業務に関す

ること 

（２）被災家畜、家屋、農機器の被害調査及び共済金の支払い業務に関

すること 

（３）家畜の防疫業務に関すること 

丸 森 町 商 工 会 （１）応急復旧資材及び物資の備蓄並びに業者の斡旋に関すること 

（２）災害時における商店等の被害調査に関すること 

（３）食糧の確保に関すること 

（４）罹災者の生活必需物資の確保に関すること 

（５）中小企業者等の災害復興資金の確保及び援助に関すること 

あぶくま川水系角田

地 区 土 地 改 良 区 

（１）潅がい排水施設の防護対策に関すること 

（２）農地保全、又は利用上必要な施設等の災害応急対策に関すること 

丸森町森林組合 （１）森林の被害調査及び災害復旧対策に関すること 

（２）災害時における資材等の需給対策及び病害虫防除の指導に関する

こと 

（３）林野火災対策に関すること 

（４）災害に伴う資金の貸付及び斡旋に関すること 

社 会 福 祉 法 人 

丸 森 町 社 会 

福 祉 協 議 会 

（１）災害ボランティアセンターの設置・運営に関すること 

（２）生活福祉資金の相談及び貸付に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒⇒資料編参照 「1-1 丸森町防災会議条例」（P.1） 

        「1-2 丸森町防災会議規程」(P.3) 

        「1-3 丸森町防災会議事務処理要領」(P.5) 

        「1-4 丸森町災害対策本部条例」(P.6) 

        「1-5 丸森町災害対策本部運営要綱」(P.7) 

        「1-6 丸森町災害対策本部事務局の組織及び運営に 

関する要領」(P.18) 

        「1-7 災害対策警戒配備要領」(P.20) 

        「1-8 丸森町防災計画検討委員会設置要綱」(P.23) 
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丸森町は宮城県の最南端に位置している。町の北縁は、西から白石市、角田市、亘

理郡山元町に接している。南縁は福島県に囲まれ、西から伊達市、相馬市、相馬郡新

地町に接している。 

町の面積は 273.30km2 で、仙南広域圏の約 17.7％、宮城県の約 3.8％を占めている。 

 

丸森町の経度・緯度 

方位 東経 北緯 地名 距離 

極東 140° 5’23” 37°52’37” 大内字明光沢 
21,250m(東西) 

極西 140°37’19” 37°54’32” 耕野字大高丸 

極南 140°47’50” 37°46’15” 筆甫字下南山 
21,460m(南北) 

極北 140°41’23” 37°57’50” 大張大蔵字広萱 

出典：丸森町調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 丸森町の概況 

丸森町 

出典：宮城県 HP－宮城県地域マップ 

出典：Google Earth 

丸森町の位置 

第１ 位 置 


